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山形県総合運動公園管理運営業務仕様書 
 

  

Ⅰ 基本的事項 
１ 基本コンセプト 

（１）設置目的 

本公園は、運動施設を核とした総合的な公園で、利用者へのサービス向上、県民

の健康増進、スポーツの推進、レクリェーションの推進、環境保全意識の育成を目

指すことを目的としています。 

 

（２）管理運営方針 

適切な危機管理や公平性の確保に配慮しながら、住民や利用者を中心とした管理

運営の考えにたち、経済性・効率性のある健全な経営を目指すことを施設管理の運

営方針とします。 

 

２ 施設の管理運営に関する基準 

（１）基本的事項 

① 県民の健康増進及びスポーツ・レクリエーションの推進 

② 適切な経営理念 

③ 公平な施設の供用及び利用 

④ 健全な経営収支及び運営体制の確保 

⑤ 利用者の増加及びサービス向上への努力 

⑥ 住民や利用者への適切かつ真摯な対応 

⑦ 施設の適切な維持管理水準の保持(別添「山形県総合運動公園維持管理水準

書」参照) 

 

（２）有料公園施設の使用時間及び休業日 

指定管理者は、山形県都市公園条例（昭和55年３月県条例第17号。以下「都市

公園条例」という。）第15条の２に基づき、あらかじめ知事の承認を受けて有料

公園施設の使用時間及び休業日を定めます。 

  

（３）利用料金の額の設定 

指定管理者は、都市公園条例 第15条の４の規定により、あらかじめ知事の承

認を受けて、都市公園条例第３条の有料公園施設、および同条例第５条第１項に

掲げる行為の利用料金を定めます。    

 

（４）利用料金の全部又は一部の免除 

山形県都市公園条例第15条の４第５項の規定に基づき、指定管理者は、あらか

じめ知事の承認を受けた基準「山形県都市公園利用料金減免取扱基準第３（１）

～（７）」により、利用料金の全部又は一部を免除（以下「減免」という。）す

ることができます。なお、「山形県都市公園利用料金減免取扱基準第３（８）」

により利用料金を減免しようとする場合は、知事の承認が必要となります。 

 

３ 人員体制 

  管理運営業務を円滑に遂行するため次のとおり人員を配置し、職員への研修を行う

こと。 
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（１）指定管理者が配置する職員 

   当該施設の安定的な運営が可能となる人員の配置並びに有資格者又は経験者を配  

置すること。 

 

（２）職員に対する研修等の実施 

   当該施設の安定的な運営に必要な人材の育成及び研修を行うこと。 

 

４ 危機管理対応 

（１）通報体制 

   自然災害、人為災害、事故等あらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅

滞なく適切な措置を講じたうえ、県をはじめ関係機関に通報するものとする。 

 

（２）予防対策 

   危機管理体制を構築し、対応マニュアルを作成して、災害時の対応について随時

訓練を行うこと。 

   また、消防署等からの指摘があった場合は、適切に改善措置を講ずること。 

 

（３）武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16 年法 

律第112 号）（以下「国民保護法」という。）に基づく避難施設としての役割 

   本公園は、国民保護法に基づき、県が指定する避難施設となっていることから、

武力攻撃事態等においては、避難する住民を受け入れるための施設として、また、

炊き出し等の救護を実施する場所として使用される場合がある。その場合は、施設

本来の目的での使用が制限され、又は不能となる。 

 

（４）県災害対策本部の代替施設としての使用 

   県内で大規模災害が発生し、県庁舎が被災して災害対策本部を設置できないとき

は、第１順位として県職員育成センター、第２順位として県総合運動公園に設置す

ることとなるため、当該施設が災害対策本部の代替施設として使用される場合があ

る。その場合は、施設本来の目的での使用が制限され、又は不能となる。 

 

（５）山形県地域防災計画に基づく義援物資集積配分拠点候補施設指定 

   本公園は、山形県地域防災計画に基づき、義援物資集積配分拠点の候補施設とし

て指定を受けているため、地震等による災害時において、各地から寄せられる義援

物資を集積・配分するための拠点として使用される場合がある。その場合は、施設

本来の目的での使用が制限され、又は不能となる。 

 

（６）災害時における施設使用について（天童市） 

天童市域で災害等が発生し、又は災害等が発生するおそれが生じた場合は、遊び

の森、ふる里の森 、いこいの広場、お祭り広場、眺望の丘、中央広場及び駐車場

が避難場所として、アリーナ、サブアリーナ（山形県災害対策本部が設置されたと

きを除く。）、剣道場、柔道場及び合宿所並びに駐車場が避難所として使用される

場合がある（天童市長と「災害時等における施設使用に関する協定書」を取り交わ

している。）。その場合は、施設本来の目的での使用が制限され、又は不能となる。 

 

（７）災害時における施設使用について（山形市） 

山形市山寺地区で災害が発生し、又は災害が発生するおそれが生じた場合は、ア
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リーナ、サブアリーナ（山形県災害対策本部が設置されたときを除く。）、剣道場、

柔道場及び合宿所並びに駐車場が避難所として使用される場合がある（山形市長と

「災害時における施設使用に関する協定書」を取り交わしています。）。その場合

は、施設本来の目的での使用が制限され、又は不能となる。 

 

（８）保険の加入等 

施設内での事故、災害、火災等へ適切に対応し、責任を保持するため、施設賠償

保険等の加入やＡＥＤの設置等を行うこと。 

 

５ 環境への配慮 

  指定管理者は、県が推進する「やまがたECOマネジメントシステム」に基づく取組

みを参考に、自らが行う事業活動において省エネルギーや廃棄物の削減等に可能な限

り取り組むとともに、規制を受ける環境関係法令等を確実に遵守し環境負荷の低減に

努めるものとする。 

なお、温室効果ガスの削減等、環境負荷の低減に向けた取組みに当たっては、山形

県環境保全率先実行計画（第５期）の内容に留意すること。 

 

６ 労働関係法令の遵守 

  指定管理者は、労働基準法（昭和22年法律第49号）や最低賃金法（昭和34年法律第

137号）などの労働関係法令を遵守し、労働者の雇用及び労働条件について配慮する

こと。 

 

７ リスク負担 

県と指定管理者の間におけるリスク負担は次のとおりとする。 

段  階 

リスクが生ずる原因 負担者 

種  類 内     容 県 
指定管

理者 

共  通 

法令等の変更 
指定管理者が行う管理運営業務に及ぼ

す法令等の変更等 
協議事項 

物価変動 

（※１） 
指定後のインフレ・デフレ  ○ 

金利変動 金利変動  ○ 

税制度の変更 
一般的な税制変更（消費税を除く。）  〇 

消費税の変更 〇  

不可抗力 

天災、人災等の大規模災害その他県又

は指定管理者のいずれの責めにも帰す

ることのできない自然的又は人為的な

現象のうち通常の予見可能な範囲外の

ものの発生等による業務の変更、中

止、延期 

協議事項 

申請段階 
申請コスト 

指定管理者の指定申請時における費用

負担 
 ○ 

資金調達 必要な資金の確保  ○ 

運営段階 
施設競合 施設競合による利用者減、収入減  ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況  ○ 
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運営費の膨張 県以外の要因による運営費の膨張  ○ 

施設等の修繕等 

管理上の瑕疵による施設等の修繕等  ○ 

上記以外であらかじめ取り決めた規模

以下のもの （仕様書Ⅰ―９） 
 ○ 

上記以外のもの ○  

債務不履行 

施設設置者（県）の協定内容の不履行 ○  

指定管理者の責めに帰すべき事由によ

る業務及び協定内容の不履行 
 ○ 

損害賠償 

管理上の瑕疵による事故及びこれに伴

う損害 
 ○ 

上記以外による事故及びこれに伴う損

害 
協議事項 

運営リスク 

管理上の瑕疵による臨時休館等に伴う

運営リスク 
 ○ 

施設等の不備や火災等の事故その他県

又は指定管理者のいずれの責めにも帰

することのできない自然的又は人為的

な現象のうち通常の予見可能な範囲外

のものの発生等による臨時休館等に伴

う運営リスク（※２） 

協議事項 

天災、人災等の大規模災害発生等によ

る避難施設設置等に伴う運営リスク

（※２） 

協議事項 

※１ 施設の管理運営に支障が生じるような大幅な物価変動等が生じた場合は、協

議事項とする。 

※２ 運営リスクの協議事項は、指定管理者からの報告を受けた後、速やかに災害

等への対応、費用負担等を協議するものとする。 

 

８ 物品等の帰属 

・備え付けの物品、県が購入の上貸与した物品、県から購入を指示された物品につ

いては、県に帰属する。ただし、前記以外で、指定管理者が指定期間中に購入し

た物品については、指定管理者に帰属する。 

・物品の使用及び保管については、善良な管理者の注意義務をもって行うものとす

る。 

・指定管理者は、県に帰属する物品が使用できない状態になったときは、その都度

県に報告するものとする。 

・指定管理者は、県に帰属する物品について処分を行おうとするときは、原則とし

てその都度県に報告し、その承認を得るものとする。 

 

９ 施設等の修繕 

  指定管理者は、施設等の状態を常に把握するとともに、修繕や更新が必要な箇所に

ついて、随時県に報告するものとする。 

  修繕の実施及び経費負担に関して、県は経年劣化等に伴う修理や更新などで、１件

につき30万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える比較的大規模な修繕を行う

こととし、指定管理者はこれ以外の小規模な修繕を、年度協定額から臨時的な業務に

かかる経費をのぞいた額の10％の範囲内で行うことを原則とする。 
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指定管理者の責めに帰すべき事由による場合の修繕は、指定管理者の負担とする。 

また、ここでいう小規模修繕とは、建築物・設備その他公園内施設の劣化若しくは

損傷部分又は機器の性能若しくは機能を実用上支障のない状態にまで回復させること

をいい、１件（１基、１箇所）あたりの金額を30万円以内とする。 

ただし、30万円を超える場合でも、緊急性がある場合等は県と協議し実施できるも

のとする。 

なお、指定管理者の責めに帰すべき事由によらない小規模修繕の年間総額が、年度

協定額から臨時的な業務にかかる経費をのぞいた額の10％を超える場合は、県と協議

する。 

小規模修繕の例）････設備修繕（水道修理、空調機修理など）、施設修繕（遊

具修繕、ベンチ更新修繕など）、備品修理など、個別的

（１基、１箇所など)に行えるもの 

 

10 管理運営に係る経費（指定管理料） 

 （１）指定管理料の額 

    県の予算の範囲内で、指定管理者に支払うものとする。 

 

 （２）指定管理料の支払い 

    県は会計年度（４月１日から翌年３月31日）を基準として、分割で支払うもの

とする。支払方法、時期等については年度協定で定めるものとする。 

 

11 業務の委託 

  指定管理者は、清掃や設備の保守点検等個々具体的な業務を県と協議のうえ第三者

に委託することができるものとする。ただし、管理運営業務の全部を第三者に委託し、

又は請け負わせることはできない。 

 

12 関係帳簿等の整備及び保存 

 （１）都市公園台帳及び物品台帳 

    都市公園台帳及び物品台帳に変更がある場合は内容を更新すること。 

 

 （２）指定管理者関係帳簿 

指定管理者として作成した帳簿書類等は、会計年度ごとに作成し、５年間保存

すること。 

  また、報告、届け出、復命又は調査に関する文書や、他の関係機関との往復文

書で重要なものは３年間保存すること。 

 

13 原状回復義務 

 （１）指定管理者は施設等の変更をしようとするときは、あらかじめ県と協議するこ

ととする。 

    また、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき

は、県の指示するところにより、その管理を行わなくなった施設等を原状に復さ

なければならない。 

ただし、原状回復を要しないことについて、県の承認を得たときはこの限りで

はない。 
 

 （２）指定管理者は、施設等を汚損し、又は亡失した時は、県の指示するところによ
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り原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 

 

14 指定管理者が行う情報公開 

 （１）文書等公開の実施 

    指定管理者が行う県の公の施設の管理に関して作成し、又は取得した文書等に

ついて、文書等の公開に関する手続を定めて、公開を実施すること（ただし、指

定管理者が地方公共団体又は既に県の公文書開示制度と同様の内容の文書等の公

開に関する制度を実施している団体等である場合を除く。）。 

    指定管理者の文書等の公開の実施に際しては、県の公文書開示制度において開

示される情報と同程度の情報の公開が確保されるよう留意するとともに、文書等

の公開に関する苦情処理について外部の有識者等の意見聴取又は県との協議を行

うなど公正かつ適切に処理されるよう配慮すること。 

    なお、県は、文書等の公開の実施状況等について指定管理者に報告を求め、確

認することができるものとする。 

 

 （２）指定管理者が行う行政処分の審査基準及び標準処理期間の公表 

    指定管理者は、都市公園条例に基づく利用許可や利用料金の免除等の行政処分

を行うこととなるため、山形県行政手続条例（平成８年３月県条例第９号）の規

定に基づき当該処分に関する審査基準及び標準処理期間を公表すること。 

    公表は、指定管理者が管理を行う公の施設、指定管理者の事務所その他申請の

提出先及び県の情報公開窓口（行政情報センター及び総合支庁窓口をいう。以下

同じ。）における資料の閲覧並びにインターネット上や刊行物での公表その他適

宜の方法により行うものとする。 

 

（３）公の施設の管理運営に関して提供又は公表が必要な情報の公開 

   当該公の施設の管理に関して指定管理者が行う各業務の責任者又は担当者の情

報、当該公の施設の利用状況のお知らせ等の当該公の施設の管理運営上公開すべ

きと判断される情報については、必要に応じて、適宜の方法により、積極的に提

供又は公表を行うものとする。 

 

15 指定管理者に対する監督・監査 

（１）県は、指定管理者が管理する施設の適正な運営を期すため、指定管理者に対し

て、当該業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に検査し、又は必要な指

示を行うことがある。 

 

 （２）県は、指定管理者が県の指示に従わない場合や、指定管理者の経営状況が著し

く悪化しているなど、施設の適正な管理に著しい支障が生じるおそれがある場合

は、指定を取り消す場合がある。 

 

 （３）県又は監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う管理運営業務に係る

事務について監査を行う場合がある。 

 

16 その他 

  指定管理者に指定された後、速やかに現在の関係者等との業務引継ぎに入ることに

なります。 

  なお、業務引継ぎ及び管理運営の準備に要する費用については、指定管理者の負担
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とします。 

  また、指定管理者は、指定期間終了若しくは指定取消等により業務を引き継ぐ際に

は、円滑な引継に協力し、必要なデータ等を遅滞なく提出するものとします。 
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Ⅱ 管理運営業務 
 

 山形県総合運動公園の管理運営業務は、以下のとおりとする。 

 なお、県と指定管理者の間における業務分担については、別表１「業務分担表」のと

おりとする。 

 

１ 施設の運営に関する業務 

① 受付、案内、利用料金の設定・徴収 

② 施設利用の調整、指導 

③ 行為許可、使用許可及び許可取消等 

④ 占用許可申請等の受付 

⑤ 苦情対応 

⑥ 防犯防火対策 

⑦ 関係機関、地域との連絡調整 

⑧ 指定管理業務に係る経理 

⑨ その他県からの指示事項 

 

２ 施設等の維持管理に関する業務 

① 施設、設備、植栽等の保守点検及び修繕 

② 清掃等の環境整備 

③ 事故、災害時など緊急時の対応 

   ※ 施設の維持管理の基準については、「山形県総合運動公園維持管理水準書」

によるものとする。 

 

３ その他の業務 

 （１）自主事業の実施 

    自己の責任と費用により、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、当該

施設の利用促進・活性化、利便性の向上等につながるものとなるよう、その内容、

時期等を検討し、必要に応じ実施することができる。自主事業による収入は指定

管理者が収受することとする。 

    なお、自主事業を実施するにあたっては、あらかじめ県の承認を得るものとす

る。 

 

（２）企画事業の実施 

次の事業に示す、公園の特徴を生かした各種スポーツ教室やガーデニング教室

を行うものとする。（企画事業は指定管理業務に含まれます。）  

①ヨガ、ピラティス、エアロビクス等フィットネス教室(年間約640人程度) 

②水泳教室(年間約30人程度) 

③テニス教室(年間約120人程度) 

④太極拳教室(年間約50人程度) 

⑤ガーデニング教室(年間約95人程度) 

 

（３）事業計画書及び収支計画書の作成  

   事業計画書及び収支計画書については、毎年度提出するものとする。指定期間

の前年度（募集年度）においても、指定管理者として指定された後、包括協定及

び指定期間初年度の年度協定締結に向けて改めて提出するものとする。 
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会計年度ごとに、３月20日（その日が県の休日に当たるときは、その日前にお

いて最も近い県の休日でない日）までに当該年度の翌年度に係る事業計画書を作

成・提出するものとする。 

◇事業計画書の内容 

収支計画書、組織体制表、施設運営計画書、自主事業等運営計画書、前

年度からの変更事項一覧、その他山形県から指示された事項 

 

（４）事業報告書の作成 

    毎年度事業終了後、翌年度４月30日まで、前年度分の事業報告書を作成し、提

出するものとする。 

    また、指定法人等の決算が整い次第、指定法人等に係る貸借対照表、損益計算

書、財産目録、その他財務の状況を明らかにすることができる書類を提出するも

のとする。 

◇事業報告書の内容 

管理業務の実施状況及び利用の状況、利用料金の収入実績、管理業務に

係る経理の状況、その他県から指示された事項 

 

 （５）四半期毎の報告 

    業務の実施状況について、四半期毎に県に報告するものとする。 

 

 （６）積極的な広報 

    施設の利用を推進するために、積極的な広報活動を実施するものとする。 

 

 （７）サービスの向上に向けた自己検証の実施及び当該検証結果の県への報告 

    アンケート等の実施により、利用者の意見を踏まえて検証を行うものとする。 

 

 （８）指定期間が満了したとき又は指定が取り消されたときの引継業務 

    指定期間の満了日の翌日以降又は指定取消しの効力発生年月日以降で既に利用

の申込があった事項、実施が決定している事項、その他施設の維持管理に関して

の留意事項等について、円滑な事務引継ぎを行うものとする。 

 

 （９）その他の業務 

   ① 定期的な意見交換 

   ② 問題が生じた際の連絡調整 
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別表１ 

業務分担表 

 

  県と指定管理者の間における業務分担については、下表のとおりとする。 

内   容 山形県 指定管理者 

施設(建物、工作物、機械設備等)の保守点検  ○ 

施設の安全点検  ○ 

施設の維持管理  ○ 

施設・備品の修繕   （仕様書１－９） ○ ○ 

安全衛生管理  ○ 

災害時での対応 (一次的責任は指定管理者） ○ ○※ 

事故・火災・災害などによる施設の損傷 

(一次的責任は指定管理者） 
○ ○※ 

施設利用者の被災に対する責任 

(一次的責任は指定管理者) 
○ ○※ 

施設火災共済保険加入（加入施設は県で判断） ○  

施設賠償責任保険加入(利用者の被災等)  ○ 

利用者調整、利用者意見への対応  ○ 

包括的な管理責任 ○  

占用許可(都市公園法第６条) ○ ○(受付) 

公園施設設置許可・管理許可(都市公園法第５条第１項) ○  

有料公園施設使用許可(都市公園条例第６条第１項)  ○ 

行為許可(都市公園条例第５条第１項)  ○ 

利用の禁止又は制限(都市公園条例第７条)  ○ 

許可の取り消し、効力の停止及び条件の変更 

(都市公園条例第13条) 
○ ○ 

有料公園施設の休業日、使用時間 

（県が定める範囲内であらかじめ知事の承認を受ける。

都市公園条例第15条の２） 

 ○ 

利用料金の設定（県が定める範囲内であらかじめ知事の

承認を受ける。都市公園条例第15条の４） 
 ○ 

利用料金の減免（県都市公園利用料金減免取扱基準第３

(１)～(７)によらず減免しようとする場合は知事の承認

を受ける。都市公園条例第15条の４） 

 ○ 

※ 指定管理者は、事故・火災などによる施設の損傷や、施設利用者の被災に対

する第一次的責任を有し、施設利用者及び施設に災害があった場合は、迅速か

つ適切に対応し、直ちに山形県に報告してください。 

 

 

 


